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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年６月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年８月２５日 ０４時４７分ごろ 

発生場所 大分県大分市大分港 

  大分港大在
おおざい

泊地中防波堤西灯台から真方位２１９°５８０ｍ付近 

  （概位 北緯３３°１５.４′ 東経１３１°４４.１′） 

事故の概要  引船古鷹
ふるたか

丸は、台船天馬
て ん ば

と共に圧流されて消波ブロックに乗り揚げ

た。 

 古鷹丸は、右舷船尾部に破口等を、天馬は、船底に凹損等を、ま

た、岸壁は、圧壊及び消波ブロックに破損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年８月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 古鷹丸、２７２トン 

   １４２０２１、江田島海運株式会社 

   ３８.００ｍ×９.６０ｍ×４.２９ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、３,３０８kＷ（合計）、平成２５年８月

２９日 

Ｂ 台船 天馬、５,４６４トン 

   なし、備南開発株式会社 

   ９１.４６ｍ×３６.００ｍ×６.０９６ｍ、鋼 

   機関なし、昭和６１年３月１３日（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ５０歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６１年９月１８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年５月１６日 

免状有効期間満了日 平成２８年９月１７日  

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に破口を伴う凹損及び擦過傷 

Ｂ 船底に凹損及び擦過傷等 

岸壁 圧壊及び消波ブロックに破損等 

 気象・海象 気象：天気  雨、風 東南東、風力 ６、視界 良好 
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海象：波高 約０.７ｍ 

大分県中部には、大分地方気象台から、平成２７年８月２４日２２

時３０分に暴風警報及び波浪警報が発表され、本事故時も継続してい

た。 

大在公共岸壁１６－Ｇ（以下「本件岸壁」という。）の西南西約４

００ｍに位置する大在コンテナターミナル１号コンテナクレーンに備

えられた風向風速計の２５日０４時２０分～０４時４７分の間の観測

値（抜粋）は、次のとおりであった。 

時刻 

(時：分) 

平均 最大瞬間 

風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

04:20 北東  6.7 北東 14.5 

04:25 東 10.9 東南東 18.2 

04:30 東南東 10.6 東南東 13.5 

04:31 東南東 10.8 東南東 14.3 

04:32 東  7.6 東 11.8 

04:33 東北東 12.6 北東 23.2 

04:34 東  6.8 北東 13.9 

04:35 東北東  8.7 北東 18.3 

04:36 東  5.5 北東 13.1 

04:37 東北東  7.3 北東 14.9 

04:38 東  7.0 北東 13.6 

04:39 東南東 14.4 東南東 25.6 

04:40 東 16.6 東南東 30.0 

04:41 東 11.0 東南東 15.9 

04:45 北東 16.0 北東 26.0 

04:47 東  9.6 東南東 21.3 
 

 事故の経過 Ａ船は、船長ほか５人が乗り組み、コンテナクレーン３基を積載し

て大分港の造船所岸壁に無人で係留中のＢ船を阪神港神戸区に向けて

え
．
い
．
航する予定で平成２７年８月２３日１５時００分ごろ大分港に到

着した。 

Ａ船は、２４日朝に阪神港へ向けて出港予定であったが、台風１５

号の接近による天候の悪化が予想されたため、出港を延期し、台風避

難の目的で、２３日１７時１５分ごろＢ船を本件岸壁に左舷着けで係

留し、Ｂ船の右舷船首寄りに左舷着けして警戒作業を開始した。 

Ａ船は、２４日１７時００分から監視当直体制をとり、Ｂ船は、運

航会社（以下「Ａ社」という。）により、係船索の増し取りが実施さ

れた。 

Ａ社は、２５日０６時ごろから風が強くなるとの気象情報提供会社

の予報であったので、風が強くなる時機に合わせてＡ船による押さえ
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付け（係船支援）を開始することとし、補助の引船の手配を確認した

後、２５日０３時４５分ごろから陸上監視員１３人による岸壁からの

警戒監視を開始し、風速については、Ａ船に装備していた風速計を参

考にすることとした。 

船長は、２５日０４時２６分ごろ船橋へ様子を見に行くと、波高が

約０.７ｍ、風速が約８～１０m/s であったがこれから強くなるだろ

うと考え、Ｂ船の係船支援に備えて離舷準備に取り掛かった。 

船長は、その数分後、陸上監視員からトランシーバでスタンバイの

指示をされ、０４時３５分ごろＢ船の左舷中央部から前方に取った係

船索が１本切断したと連絡を受けた。 

Ｂ船は、その後、０４時３７分ごろまでに係船索が全て切断し、東

方からの風に圧流され、本件岸壁を離れ始めた。 

Ａ船は、０４時４０分ごろ機関を始動し、０４時４３分ごろＢ船と

の係船索を全て放し、機関を前進にかけ、Ｂ船を東方へ向けて押し戻

そうとしたが、Ｂ船と共に西方に流された。 

Ａ船は、大在地区６号地Ｂの岸壁（以下「Ｂ岸壁」という。）が迫

っていたので、船長がＡ船だけでも接触を防ごうと機関を後進にか

け、Ｂ船の船尾方に下がろうとしたが、Ｂ船から離脱できず、０４時

４７分ごろＢ岸壁北端の消波ブロックに乗り揚げた。 

Ｂ船は、Ａ船の右舷側を流されて行き、約２,２００ｍ西方の大在

地区６号地Ａの岸壁北端の消波ブロックに乗り揚げた。 

Ａ船は、自力で消波ブロックから離礁した後、Ｂ船の漂着を確認し

て他の警戒監視船にＢ船の監視を引き継ぎ、大分港乙津泊地まで自力

で航行し、応急修理が行われた。 

Ｂ船は、後日、離礁し、大分港の岸壁で補修工事が行われた。 

（付図１  事故発生経過概略図、付図２ 係船状況図及び監視員配置

図、付図３ Ｂ船のコンテナクレーン３基の積付け配置図、付図４  

台風１５号の進路、写真１ 本件岸壁に係留中のＡ船及びＢ船、写

真２ 乗り揚げたＢ船 参照） 

 その他の事項 コンテナクレーンは、高さ約８０ｍ、ブームの長さ約１４０ｍ、幅

約２２ｍであった。 

Ｂ船は、径６０～７５mm の係船索を船首尾に各４本、左舷船側に

６本を使用していた。 

大在公共岸壁付近の風は、０４時３３分ごろから強くなっていた。 

Ａ社の係船計画によれば、平均風速が１５m/s 以下の場合は、係船

索のみの係船能力約１００tf で対応し、平均風速が１５m/s になった

場合は、Ｂ船の風圧力を約６２tf と計算し、係船索にＡ船の押し付

け能力約７１tf をプラスした係船能力約１７１tf で対応し、それ以

上の風速になった場合は、補助の引船を追加する予定であった。 

分析  



- 4 - 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ａ船は、大分港において、台風１５号の接近に伴って風勢が増す状

況下、岸壁に係留したＢ船の係船支援の目的でＢ船に接舷して警戒作

業中、係船索のみの係船能力で対応できると予想していた平均風速に

達しない状況でＢ船の係船索が切断したことから、係船支援の態勢を

とることができず、全ての係留索が切断したＢ船と共に圧流され、そ

の後Ｂ船の圧流を阻止しようとしたものの、更に増勢した風に圧流さ

れて対岸の消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 

係船索のみの係船能力で対応できると予想していた平均風速に達し

ない状況でＢ船の係船索が切断した状況については、各係船索の実質

強度等が不明なことから、明らかにすることはできなかった。 

原因   本事故は、夜間、Ａ船が、大分港において、台風１５号の接近に伴

って風勢が増す状況下、岸壁に係留したＢ船の係船支援の目的でＢ船

に接舷して警戒作業中、係船索のみの係船能力で対応できると予想し

ていた平均風速に達しない状況でＢ船の係船索が切断したため、係船

支援の態勢をとることができず、全ての係留索が切断したＢ船と共に

圧流されたことにより発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、Ａ社は、事故再発防止策として、次の措置を講じた。 

・台船にクレーンを積載した際の強風避難時には、係船索及びえい
．．

航による係船計画と荒天対策を明示する。 

・係船索の強度に係わる保守管理を確実に実施し、材質及び直径を

見直す。 

・警報、注意報の情報入手経路を確保し、現場で風速を確認できる

ように携帯型風速計を準備する。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

  ・強風が予想される場合は台船の係船支援の引船を早期に準備する

こと。 

 ・係船索の増し取りについては、係船索の劣化、各係船索の張り合

わせ、予想される強風時の風向等に配慮すること。 
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付図１  事故発生経過概略図 
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付図２ 係船状況図及び監視員配置図 

 

付図３ Ｂ船のコンテナクレーン３基の積付け配置図 
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付図４ 台風１５号の進路 

 

写真１ 本件岸壁に係留中のＡ船及びＢ船 
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写真２ 乗り揚げたＢ船 

 

 

 


